
新宿中央公園 撮影可能区域図

新宿中央公園管理事務所にて腕章の貸与を受けてください。
早朝・夜間(9:00から17:00以外の時間帯)に撮影を行う場合は、管理事務所(03-3342-4509)に
お電話の上、来所をお願いします。
植込み地内、滝に立入ることはできません。
公園大橋、公園小橋以外の橋は、新宿中央公園の施設ではありません。

芝生広場での撮影について
芝生広場は、芝生の養生のため不定期に閉鎖しています。
撮影をご検討の方は、撮影が可能か事前にお問い合わせください。

【問い合わせ先】新宿区みどり公園課公園管理係 03-5273-3914

撮影禁止区域

凡例

シュクノバ内での撮影について
① 施設管理者に撮影の可否を確認し、承認を受けて   
  ください。
② 施設管理者の承認印が押印された届出の写しを添付
し、みどり公園課に申請してください。

【施設管理者 問い合わせ先】
㈱新都市ライフホールディングス
営業第三部営業課  03-5323-2515
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